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改正  

 

 

 

 

 

 

 福井坂井地区広域市町村圏事務組合文書管理規程（昭和 56年訓令甲第 2号）の全部を改正する。 

   第 1章 総則 

（趣旨） 

第 1条 この規程は、福井坂井地区広域市町村圏事務組合事務局における文書の取扱いに関し必要な

事項を定めるものとする。 

（定義） 

第 2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

(1) 課等 福井坂井地区広域市町村圏事務組合組織規則（平成 5年規則第 1号。以下「組織規則」

という。）第 2条に規定する課等をいう。 

(2) 課長 組織規則第 4条第 1項に規定する課長をいう。 

(3) 所長 組織規則第 4条第 1項に規定する所長をいう。 

(4) 原議書 決裁の手続きを終了した起案文書をいう。 

(5) 完結文書 事案の処理が供覧によって完結する文書にあっては供覧の手続を終了したもの、事

案の処理に施行を要しない文書にあっては原議書をいう。 

（文書取扱いの原則） 

第 3条 文書は、すべて正確かつ迅速に取扱い、常にその処理経過を明らかにし、事務が能率的に処

理されるよう努めなければならない。 

2  文書は、易しくかつ分かりやすいようにすることを基本方針として作成しなければならない。 

（課長及び所長の責務） 

第 4条 課長及び所長は、当該課等における文書の事務が適正かつ円滑に処理されるよう努めなけれ

ばならない。 

（文書取扱責任者） 

第 5条 課等に文書取扱責任者を置く。 

2  課等の文書取扱責任者は、当該課等の課長補佐の職にある者（課長補佐を２人以上置く場合又は

課長補佐を置かない場合においては、課長又は所長が職員のうちから指定する者）をもって充てる。 

3  文書取扱責任者は、上司の命を受けて次に掲げる事務を行う。 

(1) 文書及び物品（以下「文書等」という。）の収受及び発送に関すること。 

平成 8 年 9 月 30 日 訓令甲第 4 号  平成 24 年 3 月 30 日 訓令甲第 7 号 

平成 10 年 3 月 27 日 訓令甲第 2 号  平成 31 年 3 月 26 日 訓令甲第 3 号 

号 平成 11 年 3 月 31 日 訓令甲第 1 号   令和 2 年 3 月 23 日 訓令甲第 3 号 

平成 12 年 8 月 23 日 訓令甲第 2 号  令和 4 年 3 月 18 日 訓令甲第 1 号 

平成 20 年 4 月 1 日 訓令第 1 号  令和 8 年 4 月 1 日 

  

訓令甲第 2 号 

平成 22 年 4 月 1 日 訓令甲第 2 号    
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(2) 文書の審査に関すること。 

(3) 文書の保存及び廃棄に関すること。 

(4) その他文書の処理に関すること。 

（文書の種類） 

第 6条 文書の種類は、次のとおりとする。 

(1) 例規文書 

条例、規則、訓令甲、訓令乙、告示、公告、指令 

(2) 往復文書 

照会、回答、依頼、通知、報告、通達、依命通達、申請、送付、副申、進達、願、勧告、 

建議、諮問、答申等 

(3) 局内文書 

復命書、上申、内申、事務引継書、辞令、事故手続書、届、願等 

(4) その他の文書 

請願書、陳情書、儀礼文書、争訴関係文書、契約関係文書、証明、賞状等 

   第 2章 収受及び配布 

（文書等の受領） 

第 7条 総務課に到達した文書等は、総務課長が受領する。ただし、当該文書等の内容に係る事務を

担当する課等（以下「所管課」という。）に直接到達した文書等については、所管課の長（以下「所

管課長」という。）が受領することができる。 

2  総務課長は、郵便料金の未納又は不足の文書等については、官庁署から発送されたものその他必

要と認めるものに限り、その未納又は不足の料金を支払って受領することができる。 

（文書等の配布） 

第 8条 総務課長は、前条の規定により受領した文書等について、次の各号に掲げるところにより処

理しなければならない。 

(1) 文書は、親展文書、秘密文書及び特殊郵便物（書留、内容証明、配達証明、電報）等を除き、

直ちに配布する。 

(2) 親展文書、秘密文書及び特殊郵便物は、封皮に収受日付印を押し、書類等整理簿に記載した後、

文書取扱責任者の受領印を得て配布するものとする。 

(3) 物品は、物品整理簿に記載した後、文書取扱責任者の受領印を得て配布するものとする。 

(4) 総務課長は、開封しなければ配布先が判明しない文書等については、開封し所管課に配布する

ものとする。 

（課等における文書等の収受） 

第 9条 課長及び所長は、次に定めるところにより、文書取扱責任者に文書等を収受させなければな 

らない。 

(1) 前 2 条の規定により受領した文書等に収受日付印を押印する。ただし、当該文書の内容が担当

する事務に属さないと認めるときは、その理由を示して直ちに総務課長に返付する。 

(2) 文書収発簿に必要な事項を記載するとともに、当該文書に文書記号及び文書番号を記載する。

ただし、次に掲げるものにあっては、文書収発簿による収受手続を省略することができる。 

ア 軽易な事務局内の往復文書 
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 イ 広報紙、新聞、図書等これらに類するもの 

ウ 請求書、見積書、契約書、入札書、案内書等これらに類するもの 

エ 報告書、通知書、申告書、証明願、申込書、届出書等で、文書収発簿に代わるべき手続きに 

よりその処理を明確にしているもの 

オ その他総務課長が適当と認めたもの 

(3) 開封した文書に現金、金券等が添付してある場合は、第 1号の規定にかかわらず、金券整理簿

に必要な事項を記載する。 

(4) 前各号の手続終了後、文書等を担当職員に交付する。ただし、重要と認める文書は、交付前に

課長又は所長に閲覧に供し、その処理について指示を受ける。 

（文書記号及び文書番号） 

第 10条  文書には、次の各号に定めるところにより、文書記号及び文書番号を付さなければならな

い。 

(1) 条例、規則、訓令及び告示には、例規番号簿により、総務課において暦年による一連番号を付

ける。 

(2) 指令には、別表第 1に定める課等の文書記号及び指令の基となる収受文書の文書番号を付ける。

ただし、指令の基となる収受文書がないときは、新たに文書収発簿により文書番号を付ける。 

(3) 前 2 号以外の文書には、別表第 1に定める課等の文書記号及び文書件名簿による文書番号を付

ける。この場合における文書番号は、収受及び発送を通じ、会計年度による一連番号とする。た

だし、同一件名で年間を通じ多量に処理する文書については、同一番号の枝番号を用いることが

できる。 

2  同一の事件及び事案に属する文書については、完結するまで同一の文書記号及び文書番号を用い

るものとする。 

   第 3章 起案及び回議 

（文書の処理） 

第 11条  担当職員は、文書取扱責任者から文書の交付を受けたときは、直ちにこれを処理しなけれ

ばならない。ただし、事務の性質上直ちに処理することができないときは、この限りでない。 

2  重要又は異例な文書については、その処理に先立って、上司の指示を受けなければならない。 

（起案の方法） 

第 12条  文書の起案は、起案用紙を用いて行わなければならない。ただし、次の各号のいずれかに

該当する場合は、当該各号に定めるところにより行うことができる。 

(1) 簡易な事案であって収受した文書に基づいて起案する場合は、当該文書の余白に処分案を朱書

して処理する。 

(2) 簡易な事案及び定例的な事案であって簿冊等の用紙によって処理することが適当である場合

は、簿冊等の用紙により処理する。 

（起案文書の記載） 

第 13条  起案者は、起案年月日、起案者の属する課等（以下「起案課」という。）の名称及び起案

者の職氏名等を起案文書に記入し、及び押印しなければならない。 

2  起案者は、起案文書に専決区分を表示しなければならない。 

3  起案者は、起案の内容に予算を伴うものがある場合は、起案文書に予算に係る事項を記載しなけ
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ればならない。 

4  起案文書には、処理案の前に伺文を記載しなければならない。 

5  起案者は、起案文書に当該起案に係る内容の開示又は不開示（一部開示を含む。）の区分を記載

しなければならない。 

（文書の発信者名） 

第 14条  文書の発信者名は、原則として管理者名を用いなければならない。 

2  前項の規定にかかわらず往復文書については、次の各号に掲げる区分により、事務局長名、事務

局次長名、課長名又は所長名を用いることができる。 

(1) 事務局長名  事務局長の専決に係るもので軽易な文書 

(2) 事務局次長名 事務局次長の専決に係るもので軽易な文書 

(3) 課 長 名  総務課長の専決に係るもので軽易な文書 

(4) 所 長 名  清掃センター所長の専決に係るもので軽易な文書 

（文書の書式、帳票等の様式） 

第 15条  文書の書式、帳票等の様式は、別に定める。 

（関係書類の添付） 

第 16条  決裁伺書には、起案理由その他参考となる事項を付記し、関係書類を添付しなければなら

ない。ただし、事業が定例的又は軽易なものについては、これを省略することができる。 

（回議） 

第 17条  起案文書は、福井坂井地区広域市町村圏事務組合職務権限規程（平成 5年訓令甲第 1号）

の定めるところにより、回議しなければならない。 

2  同一事案で数回にわたって回議を重ねるときは、最初の決裁伺書を下に置き、順次年月日順に上

に綴って決裁を受けなければならない。 

3  第 1項の場合において、当該起案文書が重要若しくは異例なもの又は秘密の取扱いを要するもの

であるときは、起案者又はその上司が持ち回って回議しなければならない。 

（合議） 

第 18条  起案文書の内容が他の課等又は出先機関が担当する事務に関係のある場合は、当該起案文

書を関係する課等の長に合議しなければならない。 

2  合議を受けた課等において異議があるときは、速やかに起案課と協議し、協議が整ったときは、

起案課において訂正し、又は再起案を行うものとする。 

（決裁年月日） 

第 19条  起案者は、起案文書の決裁を終えたときは、起案文書の決裁欄にその年月日を記載しなけ

ればならない。 

（供覧） 

第 20条  収受した文書であって起案による処理を要しないものは、当該文書の上部余白に「供覧」

と朱書し、関係者の閲覧に供するものとする。 

   第 4章 発送 

（公印及び割印） 

第 21条  発送文書には、公印を押し、原議書と契印で割印しなければならない。ただし、軽易な文

書については、公印及び契印を省略することができる。 
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2  前項の公印の使用については、福井坂井地区広域市町村圏事務組合公印規則（昭和 57 年規則第

1 号）の定めるところによる。 

（発送等） 

第 22条  文書等は、集中して郵送するものとする。 

2  前項の規定により郵送する場合は、料金後納扱いをしなければならない。ただし、特別の場合は、

この限りでない。 

3  前 2項の規定にかかわらず、使送等の方法により文書等を発送することができる。 

4  前 3項の規定にかかわらず、通信回線を利用して発送の処理を行うことができる。 

（施行年月日） 

第 23条  起案者は、文書等の施行を終えたときは、原議書の施行欄にその年月日を記載しなければ

ならない。 

   第 5章 整理、保存、閲覧及び廃棄 

（文書の整理及び保管） 

第 24条  文書は、常に整理し、紛失、火災、盗難等の防止に努めなければならない。 

2  文書は、文書取扱責任者の指定する場所に保管し、所在を明らかにしておかなければならない。 

3  完結文書は、別表第 2 の文書分類表を基本として、ファイルすることにより整理をしなければな

らない。 

（完結文書の年度区分） 

第 25条  完結文書は、その完結する日の属する年度ごとに（年度ごとに区分することが適当でない

ものは、暦年ごとに）整理しなければならない。 

2  前項の規定にかかわらず、必要があると認めるときは、数年度分（年度に区分することが適当で

ないものは、数年分）の文書をまとめて整理することができる。 

（完結文書の保管） 

第 26条  完結文書は、その完結した日から当該文書の保存年限の起算日に属する年度の末日までの

期間（前条第 2項の規定により数年度分又は数年分の文書をまとめて整理した場合にあっては、完

結した日から最後に整理した文書の保存年限の起算日の属する年度の末日までの期間）、課長又は

所長が指定する保管場所へ保管しなければならない。 

（文書整理の時期） 

第 27条  完結文書は、課等において毎年 6月末日までに整理しなければならない。 

（完結文書の保存年限） 

第 28条  完結文書の保存年限の区分は、法令に特別の定めがあるもののほか、1年、5年、10年及

び永年とする。 

2  完結文書の保存年限は、別表第 3に定めるとおりとする。 

（保存年限の起算） 

第 29条  文書の保存年限の起算日は、当該文書が完結した日の属する年度の翌年度の 4月 1日とす

る。 

（索引目次の作成等） 

第 30条  課長又は所長は、ファイルすることにより整理した文書について、索引目次を 2部作成し

なければならない。この場合において、1部をファイルされた文書に保存し、残り 1部を総務課長
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に提出しなければならない。 

（保存文書の閲覧等） 

第 31条  保存文書を閲覧又は借出ししようとする者は、閲覧、借出票を所管課に提出しなければな

らない。 

2  保存文書の借出期間は、5日以内とする。ただし、所管課長の許可を得たときは、10日まで延長

することができる。 

3  保存文書は、抜取り、取替え、増綴又は転貸してはならない。 

（文書の廃棄） 

第 32条  保存期間を経過した文書は廃棄しなければならない。 

2  前項の規定により廃棄する文書は、焼却又は裁断しなければならない。 

（保存期間の延長及び短縮） 

第 33条  課長又は所長は、保存年限が経過した文書にあっても、引き続き保存の必要があると認め

られるものについては、総務課長に合議し、保存期間を延長することができる。 

2  課長又は所長は、保存期間中の文書であっても、保存の必要がないと認められるものについては、

総務課長に合議し、廃棄することができる。 

   附 則 

 この規程は、平成 5年 4月 1日から施行する。 

   附 則（平成 8年 9月 30日訓令甲第 4号） 

 この規程は、平成 8年 10月 1日から施行する。 

   附 則（平成 10年 3月 27日訓令甲第 2号） 

 この規程は、平成 10年 4月 1日から施行する。 

   附 則（平成 11年 3月 31日訓令甲第 1号） 

 この規程は、平成 11年 4月 1日から施行する。 

   附 則（平成 12年 8月 23日訓令甲第 2号） 

 この規程は、公布の日から施行する。 

   附 則（平成 20年 4月 1日訓令第 1号） 

 この規程は、平成 20年 4月 1日から施行する。 

   附 則（平成 22年 4月 1日訓令甲第 2号） 

 この規程は、平成 22年 4月 1日から施行する。 

附 則（平成 24 年 3月 30日訓令甲第 7号） 

 この規程は、平成 24年 4月 1日から施行する。 

附 則（平成 31 年 3月 26日訓令甲第 3号） 

 この規程は、平成 31年 4月 1日から施行する。 

附 則（令和 2年 3月 23日訓令甲第 3号） 

 この規程は、令和 2年 4月 1日から施行する。 

附 則（令和 4年 3月 18日訓令甲第 1号） 

 この規程は、令和 4年 4月 1日から施行する。 

附 則（令和 8年 4月 1日訓令甲第 2号） 

 この規程は、令和 8年 4月 1日から施行する。 
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別表第 1（第 10条関係） 

 文書記号表 

 

 

 

 

 

別表第 2（第 24条関係） 

第 ２ 分 類

Ａ 総 括 法 規 圏 域 総 合 企 画 広 報 広 聴 組 織 運 営 文 書 ほ う 章 調 査 統 計

Ｂ 総 括 特 別 職 任 免 服 務 給 与 労 務 研 修 厚 生

Ｃ 総 括 予 算 決 算 出 納 財 産 物 品 組 合 債 特 定

Ｄ 管 理 運 営

Ｅ 運 用 管 理

Ｆ 保 健 衛 生 環 境 衛 生 公 害

6 7 8

文　　　　　書　　　　　分　　　　　類　　　　　表

0 1 2 3 4 5
第 １ 分 類

衛 生

総 括

人 事

財 務

情 報 処 理

情 報 資 産

 

 

Ａ

第 ３ 分 類

0 総 括 組 合 設 立 管 理 者 会 組 合 議 会

1 総 括 法 規 訟 務

2 総 括

3 総 括 総 合 企 画

4 総 括 広 報 広 聴

5 総 括 組 織 事 務 引 継

6 総 括 収 受 発 送 公 印 保 存

7 総 括 ほ う 章 表 彰

8 総 括 統 計

6 7 80 1 2 3 4 5

第 １ 分 類

第 ２ 分 類

総 括

総 括

法 規

ほ う 章

調 査 統 計

圏 域

総 合 企 画

広 報 ・ 広 聴

組 織 運 営

文 書

 

 

 

課 等 名 記  号 

総 務 課 総 

清掃センター 清 
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Ｂ

第 ３ 分 類

0 総 括 人 事 記 録 定 数 人 事 評 価

1 特 別 職

2 総 括 採 用 昇 任 昇 格 配 置 換 休 職 復 職 退 職
短 期 任 用
職員

3 総 括 勤 務 時 間 身 分 出 張 超 過 勤 務 分 限 懲 戒 事 故

4 総 括 報 酬 給 与 諸 手 当 退 職 手 当
旅費・費用
弁償

5 総 括 公 務 災 害

6 総 括

7 総 括 共 済 組 合 保 険 職 員 福 利 健 康 管 理

第 １ 分 類

6 7 80 1 2 3 4 5
第 ２ 分 類

人 事

総 括

特 別 職

厚 生

任 免

服 務

給 与

労 務

研 修

 

 

Ｃ

第 ３ 分 類

0 総 括

1 総 括 当 初 予 算 補 正 予 算 執 行 管 理

2 総 括 決 算 資 料 決 算

3 総 括 資 金 収 入 支 出 前 渡 金
歳入歳出外
現金

指 定 金 融
機関

4 総 括 土 地 建 物 工 作 物 重 要 機 器 有 価 証 券 物 件

5 総 括 購 入 出 納

6 総 括 長 期 債

7 国県支出金 寄 附

6 7 80 1 2 3 4 5

第 １ 分 類

第 ２ 分 類

財 務

総 括

予 算

特 定

決 算

出 納

財 産

物 品

組 合 債

 

 

Ｄ

第 ３ 分 類

0 総 括 情 報 研 究 会

6 7 80 1 2 3 4 5

第 １ 分 類

第 ２ 分 類

情 報 処 理

管 理 運 営
 

 

Ｅ

第 ３ 分 類

0 総 括 情 報 機 器

6 7 80 1 2 3 4 5

第 １ 分 類

第 ２ 分 類

情 報 資 産

運 用 管 理
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Ｆ

第 ３ 分 類

0 総 括

1 総 括 清 掃 施 設 焼 却 施 設 破 砕 施 設 余 熱 施 設
最終処分場
浸出水処理
施設

2 総 括 苦 情 処 理 大 気 水 質 煤 煙 焼 却 灰
振 動 ・ 騒
音 ・ 悪 臭

6 7 80 1 2 3 4 5

第 １ 分 類

衛 生

第 ２ 分 類

保 健 衛 生

環 境 衛 生

公 害
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別表第 3（第 28条関係） 

第 １ 分 類 第 ２ 分 類 第 ３ 分 類 第１種（永年） 第２種（10年） 第３種（５年） 第４種（１年）

０総　　括 〇記念式・儀式
　に関する文書

〇陳情・請願に
　関する書類

〇資料
〇渉外

〇照会、回答文
　書

１組合設立 〇組合設立
〇組合規約

２管理者会 〇議事・議案
〇会議録

３組合議会 〇告示
〇議事・議案
〇会議録

〇協議案等
〇決議通知
〇懇話会

〇議会に関する
　庶務文書

０総　　括 〇通達 〇法規に関する
　庶務文書

１法　　規 〇条例・規則・
　訓令の原議及
　び原本
〇公示の原議及
　び原本
〇例規集
〇番号簿

〇官報、県報

２訟　　務 〇賠償・訴訟・
　和解・あっせ
　ん・調停・仲
　裁に関する文
　書
〇行政不服審査
　に関する文書

〇訟務に関する
　庶務文書

２圏　　域 ０総　　括 〇圏域 〇圏域に関する
　庶務文書

０総　　括 〇広域行政企画
　会

〇総合企画に関
　する庶務文書

１総合企画 〇広域市町村圏
　計画

〇ふるさと市町
　村圏
〇連絡調整に関
　する文書

０総　　括 〇広報広聴に関
　する庶務文書

１広報広聴 〇広域圏の概要 〇連絡調整に関
　する文書
〇ホームページ
　及びＳＮＳの
　管理運営に関
　する文書

〇記者会見に関
　する文書

０総　　括 〇組織運営に関
　する庶務文書

１組　　織 〇管理運営に関
　する文書
〇事務分掌

〇管理者会
〇副市町長会議
〇連絡会議

〇事務分担

２事務引継 〇事務局長事務
　引継に関する
　文書

０総　　括 〇資料
〇会議
〇調査・報告

〇文書に関する
　庶務文書

１収受発送 〇文書件名簿
〇書留等整理簿
〇金券整理簿
〇郵便切手・は
　がき受払簿

〇文書発送簿

２公　　印 〇台帳 〇調整・改刻・
　廃止に関する
　文書

〇公印記録簿

文　　　　　書　　　　　保　　　　　存　　　　　種

Ａ総　　括 ０総　　括

１法　　規

３総合企画

４広報・広聴

５組織運営

６文　　書
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３保　　存 〇保存文書目録
〇廃棄文書目録
〇索引目次

０総　　括 〇台帳 〇資料 〇調査・報告

１ほ う 章 〇ほう章
〇叙位・叙勲

２表　　彰 〇表彰

０総　　括 〇調査統計に関
　する庶務文書

１統　　計 〇各種統計 〇資料

０総　　括 〇辞令簿 〇辞令（写）
〇参与
〇身元保証

１人事記録 〇職員名簿 〇氏名・住所・
　本籍

２定　　数 〇定数、現員調
　査に関する文
　書

３人事評価 〇人事評価に関
　する文書

〇人事評価に関
　する庶務文書

１特 別 職 ０特 別 職 〇特別職名簿
〇特別職任免に
　関する文書

０総　　括 〇任免に関する
　庶務文書

１採　　用 〇採用試験に関
　する文書
〇職員採用に関
　する文書

２昇任昇格 〇昇任・昇格に
　関する文書
〇資格に関する
　文書

〇履歴事項変更
　に関する文書

３配 置 換 〇配置換に関
　する文書

４休職復職 〇休職・復職に
　関する文書

５退　　職 〇職員退職に関
　する文書
〇退職者履歴書

６短期任用
　職員

〇採用・異動・
　退職に関する
　文書

０総　　括 〇宣誓書 〇兼職に関する
　庶務文書

〇服務に関する
　庶務文書

１勤務時間 〇年次休暇
〇病気休暇
〇特別休暇
〇介護休暇
〇育児休業
〇欠勤届
〇職免
〇出勤簿

〇出勤状況報告
　書
〇休暇に関する
　文書

２身　　分 〇身分証明

３出　　張 〇旅行命令
〇復命書

〇出張命令簿

４超過勤務 〇時間外勤務命
　令簿

５分限懲戒 〇分限懲戒に関
　する文書

６事　　故 〇事故に関する
　庶務文書

４給　　与 ０総　　括 〇給与統計 〇給与実態調査
　に関する文書

〇給与に関する
　庶務文書

７ほ う 章

８調査統計

Ｂ人　　事 ０総　　括

２任　　免

３服　　務
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１報酬給与 〇給与台帳
〇昇給に関する
　文書
〇給与改定に関
　する文書
〇給与是正に関
　する文書

〇特別職報酬 〇所得税源泉徴
　収に関する文
　書
〇住民税特別徴
　収に関する文
　書

２諸 手 当 〇諸手当の支給
　に関する文書

３退職手当 〇退職手当に関
　する文書

４旅費費用
　弁償

〇旅費・費用弁
　償に関する文
　書

０総　　括 〇労務に関する
　庶務文書

１公務災害 〇公務災害認定
　に関する文書

〇公務災害補償
　に関する文書

６研　　修 ０総　　括 〇記録 〇研修計画に関
　する文書

〇研修に関する
　庶務文書

０総　　括 〇厚生に関する
　庶務文書

１共済組合 〇長期給付に関
　する文書

〇掛金・負担金
　に関する文書
〇短期給付に関
　する文書
〇貸付金に関す
　る文書

２保　　険 〇団体保険に関
　する文書
〇健康保険に関
　する文書
〇失業保険に関
　する文書

３職員福利 〇被服貸与簿
〇職員レクリエ
　ーションに関
　する文書

４健康管理 〇健康管理に関
　する文書
〇安全衛生に関
　する文書

０総　　括 ０総　　括 〇財政計画
〇財政事情公表
〇資料

０総　　括 〇負担金に関す
　る文書

〇編成方針 〇予算に関する
　庶務文書

１当初予算 〇予算書及び予
　算説明書

〇予算見積書

２補正予算 〇予算書及び予
　算説明書

〇予算見積書

３執行管理 〇予算流用
〇予備費充用
〇予算差引簿

０総　　括 〇決算に関する
　庶務文書

１決算資料 〇歳入歳出決算
　事項別明細書
〇財産に関する
　調書

〇決算書作成資
　料

２決　　算 〇決算書
〇決算説明書
〇地方財政状況
　調査
〇財務諸表

Ｃ財　　務

２決　　算

５労　　務

７厚　　生

１予　　算
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０総　　括 〇出納事務取扱
　に関する文書

〇出納員・資金
　前渡職員及び
　現金取扱員に
　関する文書

１資　　金 〇一時借入金に
　関する文書

２収　　入 〇出納整理簿
〇調定決議書
〇使用料・手数
　料徴収簿

〇受付伝票

３支　　出 〇現金出納簿
〇支出命令書
〇小切手振出整
　理簿
〇月末計算表

４前 渡 金 〇資金前渡金に
　関する文書

５歳入歳出
　外現金

〇歳入歳出外現
　金整理簿

６指定金融
　機関

〇指定・契約に
　関する文書

０総　　括 〇組合有財産管
　理に関する文
　書
〇固有財産
〇財産台帳

〇財務に関する
　庶務文書
〇建物共済に関
　する文書
〇車両共済に関
　する文書
〇自動車保険に
　関する文書

１土　　地 〇土地取得・交
　換・処分に関
　する文書
〇土地貸借に関
　する文書

２建　　物 〇建物取得・処
　分に関する文
　書

〇施設の維持管
　理に関する文
　書

３工 作 物 〇工作物取得・
　処分に関する
　文書
〇工作物貸借に
　関する文書

〇工作物の管理
　に関する文書

４重要機器 〇車両台帳 〇登録・廃車に
　関する文書
〇自動車リース
　に関する文書

〇自動車等運行
　管理・整備点
　検に関する文
　書

５有価証券 〇有価証券

６物　　権 〇物権に関する
　文書

０総　　括 〇備品台帳 〇維持管理に関
　する文書
〇指名伺に関す
　る文書

〇物品に関する
　庶務文書

１購　　入 〇物品購入伺書
〇物品購入入札
　に関する文書

２出　　納 〇物品の保管及
　び処分に関す
　る文書

０総　　括 〇組合債に関す
　る庶務文書

１長 期 債 〇起債償還台帳
〇借用証書

〇長期債借入に
　関する文書

０総　　括

１国県支出金 〇国県補助金に
　関する文書

５物　　品

６組 合 債

７特　　定

３出　　納

４財　　産
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２寄　　附 〇寄附採納に関
　する文書

０総　　括 〇全国広域市町
　村圏情報管理
　連絡協議会に
　関する文書

〇会　議
〇調査研究報告
〇研修計画に関
　する文書
〇旅行命令
〇復命書
〇福井県電子自
　治体推進協議
　会に関する文
　書
〇地方公共団体
　情報システム
　機構に関する
　文書

〇庶務文書
〇研修に関する
　庶務文書
〇出張命令簿

１情　　報 〇システム開発
　に関する文書

〇情報処理・機
　器に関する文
　書

〇帳票校正に関
　する文書

２研 究 会 〇高度利用研究
　会

０総　　括 〇会議 〇庶務文書
〇研修に関する
　庶務文書

１情　　報 〇システム開発
　に関する文書
〇個人情報保護
　に関する文書

〇その他情報処
　理に関する文
　書

〇業務管理に関
　する文書
〇業務実績報告
　書
〇媒体管理保存
　に関する文書

〇各種受領書
〇作業指示書
〇作業日報

２機　　器 〇機器の導入に
　関する文書

〇機器保守管理
　に関する文書
〇機器の移動や
　設置に関する
　文書

０保健衛生 ０総　　括 〇保健衛生に関
　する庶務文書

０総　　括 〇建物台帳
〇土地台帳

〇会議 〇環境衛生に関
　する庶務文書

１清掃施設 〇ごみ処理に関
　する書類

〇施設の維持管
　理に関する文
　書
〇業務日誌

〇調査委員会
〇調査・報告

２焼却施設 〇施設の維持管
　理に関する文
　書
〇業務日誌

３破砕施設 〇施設の維持管
　理に関する文
　書
〇業務日誌

４余熱施設 〇使用状況に関
　する文書

〇施設の維持管
　理に関する文
　書
〇業務日誌

〇調査委員会
〇調査・報告

５最終処分場
　浸出水処理
　施設

〇使用状況に関
　する文書

〇施設の維持管
　理に関する文
　書
〇業務日誌

〇調査委員会
〇調査・報告

０総　　括 〇通知・通達に
　関する文書

〇公害に関する
　庶務文書

１苦情処理 〇公害防止協定
　に関する文書

１環境衛生

２公　　害

Ｆ衛　　生

Ｄ情報処理 ０管理運営

Ｅ情報資産 ０運用管理
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２大　　気 〇測定記録
〇大気に関する
　届出文書

〇大気に関する
　庶務文書

３水　　質 〇測定記録
〇水質に関する
　届出文書

〇水質に関する
　庶務文書

４煤　　煙 〇測定記録
〇煤煙に関する
　届出文書

〇煤煙に関する
　庶務文書

５焼 却 灰 〇測定記録
〇焼却灰に関す
　る届出文書

〇焼却灰に関す
　る庶務文書

６振動・騒
　音・悪臭

〇測定記録
〇振動・騒音・
　悪臭に関する
　届出文書

〇振動・騒音・
　悪臭に関する
　庶務文書

 

 


